
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿を読み取る読取手段と、
上記読取手段によって読み取った画像信号から原稿中の文字を認識する文字認識手段と、
上記文字認識手段によって認識した文字の濃度を検出する濃度検出手段と、
操作者による を入力する指示入力手段と、

を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
請求項１において、
上記文字認識手段によって認識した文字の色を検出する文字色検出手段を有し、上記再生
画像に用いる文字の色信号を上記文字色検出手段によって検出した文字色に応じて決定す
ることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
請求項１において、
上記文字認識手段による認識結果、および上記濃度検出手段による検出結果に関する情報
を格納する画像バッファメモリ手段を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】

10

20

JP 3604902 B2 2004.12.22

濃度調整指示
上記文字認識手段による認識結果によって決った文字をフォント展開し、上記濃度検出手
段によって検出された濃度と、上記指示入力手段で入力された濃度調整指示とに基づいて
、再生画像信号を生成する画像生成手段と、



請求項 において、
上記文字認識手段による認識結果、および上記濃度検出手段による検出結果、上記文字色
検出手段による検出結果に関する情報を格納する画像バッファメモリ手段を有することを
特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
原稿より読み取った画像信号から原稿中の文字を認識し、この認識文字の濃度を検出し、

ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
原稿を読み取って再生する画像処理装置を制御するプログラムを記憶したコンピュータ読
取可能な記憶媒体において、
上記原稿より読み取った画像信号から原稿中の文字を認識する文字認識工程と、
上記文字認識工程によって認識した文字の濃度を検出する濃度検出工程と、
操作者による を入力する指示入力工程と、

再
生画像信号を生成する画像生成工程と、
を実行するためのプログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばデジタル複合複写機において、原稿より読み取った画像信号から文字を
認識し、その認識した結果に応じて画像を再生する画像処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の画像処理装置において、原稿より読み取った画像信号から文字を認識する文字認
識技術は、近年のＣＰＵおよび半導体の高速化により、特に低速複写機における複写速度
程度においては、ほぼリアルタイムでの処理が可能となってきている。
【０００３】
また、近年では、複写原稿が殆どワードプロセッサ等で作成される活字原稿であるため、
その認識精度も高まり、実用レベルに到達している。
【０００４】
また、原稿中の文字サイズの認識および文字の認識技術に関しては、例えば特開昭６１‐
１０７８７６号公報等に開示されるようなものが提案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、この種の複写機では、画像を一定の解像度で分解したドットとして扱い、処理
するため、一度複写した文書を原稿として再度複写する場合、特に縮小する場合において
は、再生画像の品位低下は原理的に免れない。
【０００６】
そこで本発明は、画像から文字を認識し、その認識結果から画像を再生することにより、
特に原稿中の濃度が薄い文字やカラー文字に対しても、高い品位での画像再生を行うこと
ができる画像処理装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
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２

操作者による濃度調整指示を入力し、上記文字認識の結果によって決った文字をフォント
展開し、上記濃度検出によって検出された濃度と上記入力された濃度調整指示とに基づい
て、再生画像信号を生成する

濃度調整指示
上記文字認識工程で認識された結果によって決った文字をフォント展開し、上記濃度検出
工程で検出された濃度と、上記指示入力工程で入力された濃度調整指示とに基づいて、

本発明は、原稿を読み取る読取手段と、上記読取手段によって読み取った画像信号から原
稿中の文字を認識する文字認識手段と、上記文字認識手段によって認識した文字の濃度を
検出する濃度検出手段と、操作者による濃度調整指示を入力する指示入力手段と、上記文
字認識手段による認識結果によって決った文字をフォント展開し、上記濃度検出手段によ



【０００８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の形態による画像処理装置の構成を示すブロック図である。以下、
図１を用いて本システムの概要を説明する。
【０００９】
ＣＰＵ３は、ＣＰＵバス９に接続されたスキャナ４を制御して通常原稿の画像を読み取り
、画像データバス１０に接続した画像バッファ８に蓄積保持する。
【００１０】
認識部７は、この画像バッファ８の画像データから原稿中の文字を認識し、文字サイズ等
の文字の情報、位置等の情報を検出する。また、文字情報は、辞書６を参照して文字コー
ド情報を取得する、いわゆる文字認識を行う。
【００１１】
画像バッファ８は、この認識した文字コード情報、文字濃度情報および位置情報等を一旦
保持するとともに、マンマシンインタフェース（ＭＭＩ）部１で得られる本システムに対
する操作者の指示に従って、この情報を処理する。
【００１２】
ＭＭＩ部１は、各種入力キーとその操作状態等を表示するＬＥＤ等を有するものであり、
ＬＣＤ等の表示部２に表示されるメニュー画面やガイダンス画面等を視認しながら、各種
のキー操作を行う。
【００１３】
また、プリンタ５は、各種画像処理を施された画像データを記録紙にプリントアウトする
例えばカラーレーザビームプリンタ等である。
【００１４】
次に、原稿の文字画像を読み取り濃度調整を行って画像再生する場合を例にとり、本実施
例による再生画像データの作り方を詳述する。
【００１５】
図２は、この場合の処理の流れを示すフローチャートであり、図３～図６は、図２のフロ
ーチャートによって処理される場合の画像バッファ８内のデータの遷移の具体例を示す説
明図である。
【００１６】
まず、Ｓ１００において、例えばＡ４原稿の短辺２００ｍｍの幅を６００ＤＰＩの解像度
で読み取る場合、各画素は８ビットの濃度信号として読み取られるが、まず図３に示すよ
うに、各画素データは８ビット（０から２５５）の状態で一旦画像バッファ８に格納する
。
【００１７】
この画像データは文字認識を行うために、注目画素近傍の周辺画素の濃度の平均値を閾値
として２値化する。ここで周辺画素の濃度の平均値を用いる理由は、原稿中の色文字、あ
るいは淡い黒文字に対しても、正確に文字認識を可能にするとともに、その中間濃度で画
像再生するためである。
【００１８】
図４は、Ｓ１０１において、図３に示す画像バッファ内の画像をレベル１５０を閾値とし
、それより濃い画素を「１」に２値化した例である。
【００１９】
Ｓ１００で、バッファに読み取った画素の１ラインの総数は４７２４画素であり、各画素
列それぞれに対し、その直行する列方向に、この「１」と２値化された画素数を積算した
、いわゆるヒストグラムを作成すれば、この原稿短辺に配列された文字数、および平均的
１文字のサイズが検出できる（Ｓ１０２）。
【００２０】
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って検出された濃度と、上記指示入力手段で入力された濃度調整指示とに基づいて、再生
画像信号を生成する画像生成手段とを有する画像処理装置である。



例えば、同一サイズの文字が４０字存在していることが検出されたとする。この場合、１
文字の幅は４７２４／４０＝１１８．１画素となる。このとき文字幅とは、実際の文字の
横方向のサイズに文字間スペースを加えた幅と定義する。なお、直行方向に同様の処理を
行えば、文字の高さが求まる。同様に文字の高さとは、各行間スペースと実際の文字の高
さを加算した値である。
【００２１】
以降の説明および図を簡単にするために、ここで得られた文字のサイズを文字幅１５画素
、文字の高さ２７画素とする。この場合、原稿上を１５×２７画素の矩形枠（以下メッシ
ュという）に分割すれば、各メッシュ内には１文字ずつ文字が包含されることになる。す
なわち、図３、図４の画像は、ともに１５×２７画素で表してあるため、原稿中のある１
文字を含む１つのメッシュを示していることになる。
【００２２】
そこで、図４に示す画像データおいて、この１メッシュ内に２値化された２値画像の「１
」のパターンから、この文字が“Ｆ”であることは認識できる。そこでこの認識結果の文
字コード情報を画像バッファの所定領域に各メッシュに対応して格納する（Ｓ１０３）。
しかし、この文字の濃度は、図４に示すように２値化した画像では検出できない。
【００２３】
そこで本発明の特徴とする点は、このメッシュ内の文字に相当するパターンの文字濃度を
検出することである。すなわち、図２に示す元の多値画像信号に対し、図３で２値化され
た画像の各「１」に対応する多値濃度レベルのみを積算し、その平均濃度値をこの文字“
Ｆ”の原稿の文字濃度情報とすることである。すなわち、各１メッシュの中の各画素に対
して、２値化結果と元の多値濃度レベルとを乗算して合計し、その合計値を１の総数で割
ることにより、平均の濃度値を決定する。そして、この濃度情報を画像バッファの所定領
域に各メッシュに対応して格納する（Ｓ１０４）。
【００２４】
ここで、最終的に求める原稿の文字濃度情報をＧ、図２に示す各画素の多値画像データを
Ｄｎ 　、図３に示す各画素の２値化された画像データをＢｎ 　とすると、上述の処理は、
概念的に以下の式で表される。
【００２５】
Ｇ＝（ΣＤｎ 　×Ｂｎ 　）／ΣＢｎ

ここで、Σは１５×２７画素領域内における各画像の加算処理を示す。
【００２６】
図５は、各画素のＤｎ 　×Ｂｎ 　の演算結果を示している。この演算の結果、本例に示し
た文字“Ｆ”の濃度Ｇは、約１９３となる。
【００２７】
したがって、認識結果として文字サイズ、文字コードとともに、この平均濃度を画像バッ
ファ８に記憶しておけば、単に黒色としてではなく、中間レベルのフォント文字を使って
、文字画像の再生が可能となる。
【００２８】
例えば、Ｓ１０５において、操作部１からの操作者の指示により、２０％薄く画像を再生
したいとの入力があった場合、画像再生は、まずＳ１０６で、所定のサイズに格納してあ
る文字コードを順次読み出し、文字の形を示す１ビットのドットデータにいわゆるフォン
ト展開するとともに、Ｓ１０７で、その文字の原稿濃度値を、指示に従い変換する。例え
ば、この例の場合、再生文字濃度値は、１９８×０．８＝１５８に変換する。
【００２９】
図６は、文字“Ｆ”を等倍でフォント展開し、その濃度を原稿の濃度よりも約２０％薄く
して再生する場合の最終画像データを示している。
【００３０】
次に、文字濃度を決定する場合の他の方法として、上述した例では、原稿の文字濃度を８
ビットで処理したが、データ量を削減するために、例えば４ビット（１６レベル）程度に
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低下させても良い。その場合、各レベルは元の８ビット濃度信号の例えば上位４ビットと
し、再生時には、その４ビット信号をそれぞれ８ビット信号の上位下位４ビットデータと
して扱えば良い。
【００３１】
また、このビットの縮退処理は、多値データを画像バッファに格納する際に行っても良い
し、文字部のみの平均濃度加算後に行っても良い。前者の方が画像バッファのサイズが節
約できる。
【００３２】
次に、文字濃度を決定する場合のさらに他の方法として、カラー画像に対しても本発明は
拡張可能である。その場合、ＲＧＢ３色、あるいはＹＭＣＫ４色、ＣＭＹ３色Ｌａｂ等の
各色空間それぞれに対して文字部の平均レベル値を演算して求めれば良い。
【００３３】
ただし、文字認識のための２値化は例えばＲＧＢ、ＣＭＹの空間の場合、各画素毎の色分
解した値の平均値（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ）／３または（Ｃ＋Ｍ＋Ｙ）／３のデータを用いる。また
、Ｌのようないわゆる輝度を表す空間に分解した場合、このＬに対して２値化すれば良い
。
【００３４】
また、それぞれの色空間に対して各８ビット用いないでも、一般には３ビット程度あれば
十分である。
【００３５】
なお、色文字の場合においては、使用する記録装置で表現できる、例えばＣＭＹＫ４色の
記録信号として再生画像信号を生成するが、文字が黒単色と判断できる場合は、黒単色信
号として他の色信号を０とすれば、記録時の色ずれを防止でき、より小さい文字までも高
品位で画像再生可能である。
【００３６】
また、複写モードの設定において、原稿の濃度に関わらず、完全２値で記録する場合にお
いては、文字の濃度を求めるステップＳ１０４を省き、一律に最高濃度２５５として扱う
ことは言うまでもない。しかしながら、この場合においても濃度調整により、一律に中間
濃度値で文字画像の再生は可能である。
【００３７】
また、原稿の文字濃度に基づき再生画像を生成する他の方法として、文字濃度を字体に反
映させるようにしてもよい。
【００３８】
すなわち、原稿の文字濃度値が薄い場合、その文字を再生する際に字体を原稿の字体に関
わらず、例えば斜体等に変換できる。これは、例えば再生する記録装置が中間調表現でき
ない場合は、記録信号としてフォント展開した各記録ドットの記録濃度に反映できないた
め、使用フォントを他の文字のそれと異ならせることで再生画像上で違いが表現できる。
【００３９】
なお、字体としては、斜体の他、いわゆる飾り文字が有効である。また、上記１メッシュ
サイズに入るサイズ以内の文字サイズに変換しても同様の効果が得られる。
【００４０】
この種の処理は、操作部で操作者が選択可能な手段（例えばモード設定処理）を設けるこ
とにより実現し得るものである。
【００４１】
以上のようにして、本発明によれば、原稿の文字を認識し、その結果に基づきフォントか
ら再生画像を生成するため、特に小さな文字等の品位の低下を押さえることができる。ま
た、一度再生した画像を再度原稿として複写を繰り返す場合、原理的に画像品位の劣化を
無くすことができる。さらに、原稿の色文字等、文字の濃度に応じた画像再生が可能にな
る。
【００４２】
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なお、以上の例では、ＣＰＵ３が予めＲＯＭ等に記憶された制御プログラムにしたがって
処理するものとしたが、同様の制御プログラムをフロッピディスク、ハードディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、メモリカード等の記憶媒体に記憶しておき、これをＣＰＵ３に取り込んで処
理するようにしてもよい。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、原稿の文字を認識し、その結果に基づき再生画像
を生成するため、特に小さな文字等の品位の低下を押さえることができ、また、再生原稿
を再度複写するような場合でも、文字の劣化を防止できる。さらに原稿文字の濃度に応じ
たフォントでの表現が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態による画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す画像処理装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】図１に示す画像処理装置の処理による画像バッファ内のデータの遷移の具体例を
示す説明図である。
【図４】図１に示す画像処理装置の処理による画像バッファ内のデータの遷移の具体例を
示す説明図である。
【図５】図１に示す画像処理装置の処理による画像バッファ内のデータの遷移の具体例を
示す説明図である。
【図６】図１に示す画像処理装置の処理による画像バッファ内のデータの遷移の具体例を
示す説明図である。
【符号の説明】
１…ＭＭＩ、
２…表示部、
３…ＣＰＵ、
４…スキャナ、
５…プリンタ、
６…辞書、
７…認識部、
８…画像バッファ、
９…ＣＰＵバス、
１０…画像データバス。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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